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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月２４日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港第３区 

 八戸港白銀
しろがね

西防波堤東灯台から真方位００３°１,０７０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３２.９′ 東経１４１°３２.８′） 

事故調査の経過  平成２４年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十七大濵
おおはま

丸、３０５トン 

   １２８９０３、個人所有 

   ５０.００ｍ（Lr）×８.９０ｍ×４.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、８６０kＷ、昭和６３年９月 

Ｂ 漁船 第七十八長生
ちょうせい

丸、１９トン 

   ＴＴ２－１７７０（漁船登録番号）、長生漁業株式会社 

   １９.７４ｍ（Lr）×４.４８ｍ×１.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７４０kＷ（動力漁船登録票による）、平成６

年１１月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４０年４月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１７日 

免状有効期間満了日 平成２８年６月２２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録 日 平成８年５月８日 

    免許証交付日 平成２３年４月２６日 

           （平成２８年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板、球状船首擦過傷 

Ｂ 左舷船首外板圧壊、船底部破口（全損処理） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか９人が乗り組み、青森県六ヶ所村
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むつ小川原港の東方沖で巻き網漁の操業を終え、船長Ａ及び甲板員Ａ

が船橋当直に就き、法定灯火を表示し、３海里（Ｍ）及び６Ｍレンジ

としたレーダー２台を作動させ、約１４ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）として自動操舵で南進した。 

 甲板員Ａは、八戸港への入港が間近になったので、水揚げの準備を

行うために降橋した。 

 Ａ船は、八戸港の約１.５Ｍ沖を航行していたとき、霧のために視

界制限状態となり、八戸港の港界を通過後、船長Ａは、自動操舵から

手動操舵に切り替えるとともに、３Ｍ及び６Ｍレンジとしていたレー

ダーをそれぞれ０.２５Ｍ及び０.７５Ｍレンジに切り替え、速力を約

７.５kn に減速して南進を続けた。 

船長Ａは、０.７５Ｍレンジとしていたレーダーを０.５Ｍレンジに

再度切り替え、平成２４年７月２４日０７時０４分ごろ、八戸港第３

区の中央防波堤と第２中央防波堤の間の水路（以下「本件水路」とい

う。）を航行していたとき、レーダー画面で船首方にＢ船の映像を認

め、船首甲板で作業していた乗組員に船首方の見張りを行うように指

示した。 

船長Ａは、目視による見張りを続けていたが、衝突の直前、船首楼

で見張りを行っていた乗組員から「危ない、危ない、取り舵」と言わ

れ、とっさに左舵一杯としてＡ船が左回頭を始めたとき、０７時０５

分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突後、機関を後進にかけ、Ａ船は、Ｂ船を押しながら

Ｂ船との角度が約９０°になった状態で停止した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂほか２人が乗り組み、法定灯火を表示

し、いか一本釣り漁のため、八戸市八戸漁港（舘鼻地区）を離岸し

た。 

船長Ｂは、０.２５Ｍ及び０.７５Ｍレンジとしたレーダー２台を作

動させ、約９kn の速力として手動操舵で東航路を北西進していた。 

船長Ｂは、０７時０３～０４分ごろ、周囲の船舶を確認しようと

し、０.７５Ｍレンジとしたレーダーを１.５Ｍレンジに切り替え、レ

ーダー画面で船首方にＡ船の映像を認めたが、サイドローブによる偽

像だと思い、０.７５Ｍレンジに戻したのち、針路を約００５°（真

方位）として本件水路へ向けて航行した。 

船長Ｂは、目視による見張りを続け、衝突直前、霧の中から現れた

Ａ船の船首部を認め、右舵約５～１０°を取ったが、Ｂ船とＡ船とが

衝突した。 

Ｂ船は、船底部に破口を生じ、浸水して横倒しとなったが、乗組員

は、Ａ船からの救助要請を受けて来援した漁船に全員が救助された。 

甲板長Ｂは、衝突の衝撃で転倒したため、病院へ搬送され、頭部打

撲と診断された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 北、風力 １、視程 約２００ｍ 

海象：海上 平穏 

 八戸市には、７月２４日０２時１９分に濃霧注意報が発表され、本

事故当時、継続中であった。 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船は、本事故当時、共に操舵室両舷の窓を開けていた。 

船長Ａは、衝突の約１～２分前にエアホーンによる約２秒間の音響

信号を２回吹鳴したが、船長Ｂは聞こえなかった。 

Ｂ船は、霧中信号を行っていなかった。 

 Ｂ船の乗組員は、本事故当時、全員が救命胴衣を着用していなかっ

たが、衝突後、２人が救命胴衣を着用した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった八戸港第３区において、本件水

路を南進中、船長Ａが、レーダー画面で船首方にＢ船の映像を認め、

船首甲板にいた乗組員に船首方の見張りを行うように指示し、目視に

よる見張りを続け、レーダーによる見張りを行っていなかったことか

ら、船首方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ａは、約２秒間の音響信号を２回吹鳴したが、視界制限状態に

おける音響信号を行っていなかったものと考えられる。 

 船長Ａは、視界制限状態下、約７.５kn の速力で航行していたもの

と考えられる。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となった八戸港第３区において、本件水

路に向けて北進中、船長Ｂが、レーダー画面で船首方にＡ船の映像を

認めたが、サイドローブによる偽像だと思い、目視による見張りを続

け、レーダーによる見張りを行っていなかったことから、衝突直前、

船首方から接近するＡ船に気付き、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ｂは、レーダーのレンジを調整するなどして映像を確認してい

れば、Ａ船の存在に気付いた可能性があると考えられる。 

船長Ｂは、視界制限状態における音響信号を行っていなかったもの

と考えられる。 

船長Ｂは、視界制限状態下、約９kn の速力で航行していたものと考

えられる。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった八戸港第３区において、Ａ船

が本件水路を南進中、Ｂ船が本件水路に向けて北進中、船長Ａが、レ

ーダー画面で船首方にＢ船の映像を認めたものの、目視による見張り

を続け、レーダーによる見張りを行っておらず、また、船長Ｂが、レ
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ーダーで船首方にＡ船の映像を認めたものの、サイドローブによる偽

像だと思い、レーダーによる見張りを行っていなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態となったときは、霧中信号を吹鳴し、また、安全な

速力で航行すること。 

 ・視界制限状態下、他の船舶の存在をレーダーのみで探知した場

合、目視では他の船舶と衝突する虞があるかどうかを判断できな

いので、レーダーで他の船舶の動静を継続的に監視すること。 

 

 


